
公拡法の事務フロー

土地所有者

地方公共団体等に都市計
画区域内１００㎡以上の土
地の買取りを希望する場合

届出義務のある土地（※
①）を第三者へ譲渡しよう
とする場合

市街化区域内5,000㎡，以上の
土地を第三者に譲渡しようとする

場合

買取り希望の申出 有償譲渡の届出

（公拡法第５条） （公拡法第４条）

宇都宮市用地課

関係各課及び栃木県へ
土地買取り希望の照会

買取り希望無し 買取り希望有り

（公拡法６条協議）
土地買取り協議団体不
存在通知

土地買取り協議団体決
定通知

（届出等の受理日から３週間以内に市長から通知）

土地所有者 土地所有者 買取り希望団体

　（土地の譲渡制限）
・不存在通知があっ
た日
・買取り希望等通知
がない場合は届出，
申出をした日から３週
間を経過した日

（協議期間）
(譲渡制限期間）
買取り協議の通知を
受けた日から３週間

協議

協議成立 協議不成立
　

第三者へ譲渡
地方公共団体
等の土地取得

第三者へ譲渡

公拡法の届出義務のある土地
①　都市計画施設区域内100㎡以上の土地で次に掲げるもの
　　ア　都市計画法で決められた道路・公園・学校等の都市計画施設予定区域内にある土地
　　イ　道路・公園・河川等あらかじめ指定された土地
②　市街化区域5,000㎡以上の土地



届出に係る留意事項

（１）　届出書は，正本を１部提出してください。

（２）　添付書類として当該土地を示した下記の図面を添付してください。

　　①　位置図（概ね縮尺１／２５，０００程度の図面）

　　②　案内図（住宅地図等）

　　③　公図

　　④　登記事項証明書

　※　なお，現住所と登記事項証明書の住所が違う場合は，住民票などで同一人である

　　ことがわかる書類を添付してください。

（３）　届出をした場合，以下の区分に応じて，一定期間，地方公共団体等以外の者へ

　　譲り渡すことはできません。

　　なお，①，②の通知は届出をしてから３週間以内に通知します。

　　①　買取協議の通知があった場合

　　⇒　通知のあった日から起算して３週間を経過する日

　　②　買取希望がない旨の通知があった場合

　　⇒　通知があった日

　　③　届出があった日から３週間以内に通知がなっかった場合

　　⇒　届出をしてから３週間が経過した日
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